
 

 

 

 

 先日、ＰＴＡ主催の「ＰＴＡ研修 保護者懇話会」が行われました。 

活発な情報交換の中で、「手当・年金」についての話題になりました。「１８歳で必要な手続きはありますか？」

等、その時にお答えできなかったことについて、秋田市の障がい福祉課に伺った情報を、秋田市『障がい者の

ためのくらしのしおり』をもとにして、簡単にお伝えします。詳細は、ぜひ各自でご確認ください！ 

『障がい者のためのくらしのしおり』は秋田市役所でもらえます。内容は秋田市のホームページでも確認で

きます。他市町村でも同様の冊子やホームページ上での情報公開がありますので、ご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

★それぞれ「対象者」の基準が違います。医師からの診断書が必要です。 

「障害児福祉手当」…身体障害者手帳のおおむね１級か療育手帳のおおむねＡ程度の障害があり～（以

下省略）。 

「特別障害者手当」…身体障害者手帳におおむね１級～２級程度の障がいが重複しており～（以下省略）。 

 

★２０歳前、「障害児福祉手当」が失効する前に、お知らせが届くそうです。 

その中に、「特別障害者手当」「障害基礎年金」の申請方法などが書かれてあるとのことでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★こちらも、消失する前にお知らせが届くそうです。 

 

 

 

 

進路だより 
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①重度の障がいをもつ方へ 

障害児福祉手当 

・20歳未満の本人に支給される 

 

特別障害者手当 

・20歳以上の本人に支給される 

 

②障がいのある子どもを療育する方へ 

特別児童扶養手当 

・20歳未満の子ども
＊

を養育している父や母、または父母に代わって療育している方に 

支給される。   （＊子ども…身体か知的に中程度以上の障がいがある子ども） 

 

２０歳 



 

 

 

 

 

 

 

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

現在「障害児福祉手当」と「特別児童福祉手当」を受け取っている方の多くは、２０歳以降は「特別

障害者手当」と「障害基礎年金」に代わっていきます。その際、改めて手続きが必要です。お忘れなく！ 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 

 

※その他にも家庭の状況や障がいの状態によって、別の種類の手当や年金も掲載されています。 

上記に全ての方が当てはまるわけではないことを、どうか、ご了承下さい。ぜひ各自ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③病気やけがなどによる障がいのある方へ 

障害基礎年金 

・２０歳前に、初診日がある病気やけがで障がいの状態になった方に、 

２０歳から支給される年金。 

 

自立支援医療（育成医療） 自立支援医療（更生医療） 

１８歳 

自立支援医療については、１８歳で申請し直しとなります。 

窓口で案内するということでしたが、各自、お忘れのないようお気を付け下さい！！ 

 

以上、秋田市の情報となります。 

各自状況は違うと思いますので、時期が来ましたら、それぞれの市町村役場や 

医師等に御相談下さい。この機会に、自分の手当の内容等を確認しておくのもよい 

かもしれませんね。 

この他にも不足している情報、他に知りたい情報がありましたら、遠慮なく担任や進路指導担

当までお知らせ下さい。                           （文責：近江） 

福祉医療 

福祉医療については、年齢での切り替えはありません。 

 


